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「令和８年度佐賀労働局行政運営方針」を策定しました 
 

 佐賀労働局（局長 田之上英治）は、「令和８年度佐賀労働局行政運営方針」を策

定しました。  

佐賀労働局は、地域における総合労働行政機関として、物価上昇を上回る賃金上

昇の継続、三位一体の労働市場改革、中小企業等における人材確保などの諸施策に

ついて、労働局、労働基準監督署及びハローワークが一体となって、以下の項目を

重点的に取り組みます。 

 

また、「令和８年度佐賀労働局行政運営方針」の内容を広く県民の皆様に理

解していただくため、様々な機会に周知していきます。 

 
                             

  

佐賀労働局発表 

令和８年５月８日（金） 

 

【照会先】 

佐賀労働局雇用環境・均等室 

室    長 副島 正子 

室長補佐 牛島 ルミ 

（電話） 0952-32-7218 

 

１ 賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者等支援、非正規雇用労働者への支援 

２ 企業と求職者のマッチングの推進、人材確保及びリ・スキリングによる能力向

上支援 

３ 女性活躍推進、総合的なハラスメント対策、仕事と育児・介護の両立支援 

４ 安全で健康に働くことができる環境づくりの支援 

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html 

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html













































